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米国産レモンの取扱いについて

標記については、本年５月１８日付け食安輸発第0518002号にて通知し、

において包装され、輸出された米国産VENTURA PACIFIC LEMON COMPANY

レモン（輸出国公的検査機関による検査結果証明書が添付されたものは除く ）。

については、輸入届出の都度、貨物を保留し、イマザリルに係る自主検査を指導

することとしていたところです。

今般、米国政府より、同社における改善措置等が報告されたことから、同社に

おける輸出前検査及び我が国における輸入時検査の実績を踏まえ、今後は通常の

検査体制とするので、御了知の上、対応方お願いします。


